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魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円） 魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円）

たこ 20.0 （12.6） 20,937.0 （13,683.8）たら 0.6 （0.3） 55.4 （27.0）

かれい 0.7 （3.5） 147.6 （550.3）つぶ 13.2 （17.2） 5,014.6 （6,252.5）

なまこ 1.2 （3.0） 2,589.8 （8,219.3）ほたて 1,529.1（2,286.4）806,724.8（1,413,709.5）

ほっけ 0.4 （0.6） 116.7 （256.9）製品昆布（天然） 17.9 （8.2）46,293.6 （10,252.3）

がや 6.4 （3.0） 1,602.9 （1,063.0）製品昆布（養殖） 122.3 （111.5）344,735.9（225,754.9）

かじか 0.1 （0.5） 2.9 （8.5）その他魚類 6.8 （15.9） 1,840.9 （2,930.6）

合計 1,718.7（2,462.7）1,230,062.0（1,682,708.6）

かっこ内は令和７年３月の水揚げ

令和８年３月の水揚げ量・水揚金額

人身事故 死者数 傷者数 物損事故

町内 ０件 ０人 ０人 14件

交通事故発生状況（令和８年１月１日～令和８年３月31日）

１　自転車の安全利用の促進
～ 自転車は　免許がなくてもドライバー？ ～
　令和８年４月１日から自転車にも交通反則通告
制度が適用されました。
【交通反則通告制度とは】
　「反則行為」をした16歳以上の運転者が取り締
りを受けると、青切符(反則行為となるべき事実
の要旨等が記載された書面)が交付され、反則金
の納付が通告されます。
　通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑
事手続きへ移行せず、起訴されない(いわゆる
「前科」もつかない)制度をいいます。
  北海道において、令和６年中に発生した自転車
乗車中の人身交通事故のうち、約６割に自転車側
にも法令違反がありました。
　自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物
ですが、自転車も車両の仲間です。交通ルールや

マナーを守らなければ大きな事故につながります。
信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールを
しっかり守り、交通事故の防止に努めましょう。

２　悪質商法の被害にあわないためのポイント
～「悪質業者は、う・そ・つ・き！」～
　【う】うまい話を信用しない！
　　　　～うまい話、絶対にもうかる話には、必

ず大きな落とし穴・・・～
　【そ】そうだんする！
　　　　～ひとりで判断せず、家族・知人・相談

機関に相談を～
　【つ】つられて返事をしない！すぐに契約しな

い！
　　　　～悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約する

ように迫ってきます～
　【き】きっぱり！はっきり！断る！

全刑法犯
認知件数

窃盗犯認知件数 その他刑法
認知件数侵入盗 車上狙い その他窃盗

町内 ２件 ０件 １件 ２件 ０件

犯罪発生状況（令和８年1月1日～令和８年３月31日）




